
 
 

この度、大阪弁護士会にご協力いただき、

台風 21 号で被災された方々への無料法律相

談を下記のとおり実施いたします。 

住宅、住宅ローン、公的支援、隣地に関する

法律問題等、その他ご心配なことをお尋ねくだ

さい。 

記 

1. 日時：平成 30年(2018年)9月 8日(土) 

14時～16時  

2. 場所：豊中市社会福祉協議会 相談室 

     (豊中市岡上の町 2-1-15すこやかプラザ内) 

3. 費用：無料 

4.その他：・電話での相談可。06-6848-1279 ※来会者優先 

      ・豊中市民対象です。 

【問い合わせ】 

豊中市社会福祉協議会 地域福祉課  

                          電話：06-6848-1279 

                          ＦＡＸ：06-6841-2388 

台風 21号 

被災者向け無料法律相談 
 


